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TEL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご担当者
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ご担当者様氏名

事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（業種：　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　

受動喫煙防止対策に係る説明会参加申込み書

≪厚生労働省委託事業≫

令和元年

職場の受動喫煙防止対策は、労働安全衛生法に基づく事業者の努力義務です。

受動喫煙を防止するため、厚生労働省では、その対策に取り組む事業者に対して各種の支援事

業を実施しています。当会では、そのうちの「職場における受動喫煙防止対策に係る相談支援・

周知啓発業務」を受託して実施しております。

ご多用中の事とは存じますが、受動喫煙防止対策を理解するよい機会と存じますので、万障お

繰り合わせの上ご出席下さいますようご案内申し上げます。

日 時：令和元年11月11日（月）13：30～16：00

場 所 : 長崎市立図書館内 新興善メモリアルホール

（長崎市興善町1-1）

対象者 : 事業所の経営者・人事・労務・安全衛生担当者他

定 員：100名程度（先着順）

※参加費は無料 申込み締切は 10月31日（木）まで

FAX:0957-54-8755

受動喫煙防止対策に係る説明会のご案内

事業所・人事・労務・安全衛生担当者の皆様へ
受動喫煙防止対策はお済みですか？？

一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 長崎支部

参加申込み書にご記入頂いた情報は本講習会以外は使用いたしません。

長 崎 労 働 局 労 働 安 全 基 準 部 健 康 安 全 課

一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 長崎支部

協賛：長崎県 福祉健康部 国保・健康増進課 健康づくり班

【内容】
①受動喫煙による健康への有害性。

②職場における受動喫煙防止対策に関する推進体制及び施設整備。

③職場の受動喫煙防止対策に関する規制の現状と今後の展望。

支援制度の取組。

④受動喫煙防止対策に取り組んだ事業場における好事例の紹介

厚生労働省の支援制度（助成金制度を含む）について。

参加要領：事業所名，参加者名，ご連絡先の電話番号を記載してお送りください。FAXでも結構です。

（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 長崎支部 南野病院内
（FAX:0957-54-8755 E-Mail:mnh.consul@gmail.com）

問合せ先： 0957-54-8800(内線902/904）長崎支部 事務局 森）


